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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第12期
第１四半期
累計(会計)期間

第13期
第１四半期
累計(会計)期間

第12期

会計期間

自　平成20年　　　
    ７月１日
至　平成20年　
    ９月30日

自　平成21年　　　
    ７月１日
至　平成21年　
    ９月30日

自　平成20年
　　７月１日
至　平成21年
　  ６月30日

売上高 (千円) 1,914,1302,917,9059,388,275

経常利益又は経常損失(△) (千円) 141,396△42,564△1,596,948

四半期純利益又は四半期(当
期)純損失(△)

(千円) 79,626 △40,977△1,802,462

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) － － －

資本金 (千円) 603,187 603,187 603,187

発行済株式総数 (株) 17,508 35,016 17,508

純資産額 (千円) 2,607,620641,844 716,675

総資産額 (千円) 11,820,1536,807,8308,758,529

１株当たり純資産額 (円) 150,755.6318,877.7842,157.40

１株当たり四半期純利益又
は四半期(当期)純損失(△)

(円) 4,575.40△1,205.23△104,847.12

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 4,491.91 － －

１株当たり配当額 (円) － － 2,000

自己資本比率 (％) 22.1 9.4 8.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 549,886 586,1052,827,428

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △38,870 △5,329 88,008

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,758,513△1,052,166△4,097,849

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 941,588 535,2821,006,673

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)
37

〔８〕
35

〔１〕
43

〔７〕

(注)１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

(注)２　当社は平成21年７月１日付で株式１株につき２株の分割を行っております。

(注)３　第13期第１四半期累計期間及び第12期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期）純利益金額については、潜在

株式は存在するものの、１株当たり四半期(当期）純損失であるため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

 当第１四半期会計期間において、当社において営まれる事業の内容に重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、該当事項はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

  提出会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名) 35〔１〕

(注)１　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔　〕内に当第１四半期会計期間の平均雇用人員を外数で記載し

ております。

(注)２　従業員数が当第１四半期において８名減少しておりますが、主に自己都合退職によるものであります
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当社は、不動産開発事業を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記

載はしておりません。
　
(2) 受注実績

　当社は、受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載はしておりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 内　　訳

前第１四半期会計期間
自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

当第１四半期会計期間
自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

不動産開発事業

マンション・戸建住宅の開
発販売及び事業用地の仕入
販売

1,898,27699.2 2,609,53589.4

小計 1,898,27699.2 2,609,53589.4

その他不動産事
業

新築残戸物件等（他社開発
　　物件）の仕入販売

－ － 275,838 9.5

不動産賃貸等 15,854 0.8 32,531 1.1

小計 15,854 0.8 308,37010.6

合計 　 1,914,130100.0 2,917,905100.0

(注) １　金額は販売価格によっております

　　 ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　 ３　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第１四半期会計期間
自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

当第１四半期会計期間
自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

㈱明和住販 1,009,38152.7 1,042,89535.7

野村不動産アーバンネット㈱ 765,00040.0 － －

㈱メイクス － － 385,95113.2

プロパティー・インベストメント・マネージャーズ㈱ － － 383,09613.1

㈱グランディール － － 304,19610.4

（注）1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.㈱メイクス、プロパティー・インベストメント・マネージャーズ㈱、㈱グランディールへの販売高は戸別決
済によるものであります。
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　　 ４　その他不動産事業（新築残戸物件等（他社開発物件）の仕入販売）における主な物件別の販売実績及び当該実

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。なお、新築残戸物件は、個人客への販売となりますの

で、物件名と販売戸数で表示しています。

相手先

前第１四半期会計期間
自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

当第１四半期会計期間
自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

Ｄ’レスティア町田レイグランド（9戸） － － 275,8389.5

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

 文中の将来に関する事項につきましては、本書提出日現在で判断したものであります。

　

(1) 当四半期会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した、事業の状況、経理の状況等に関す

る事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項についての重要な変更はありませ

んが、「重要な後発事象」に記載しております、第三者割当増資の実行（平成21年11月12日）に伴い新

たに生じた「事業等のリスク」は以下のとおりであります。

① 株式の募集における株式価値の希薄化の可能性について

今回の本第三者割当増資により新たに増加する株式数は、当四半期会計期間末（平成21年９月30日）

現在の当社の発行済株式総数35,016株に対し約26.4％となります。 

　本第三者割当増資は、当社の株式価格に影響を与える、一定の希薄比を生じる規模であると当社は認識

しておりますが、資本増強による金融機関の融資における優位性と、重要な取引先である株式会社明和

住販との資本関係強化並びにマンション買取再販事業における手元流動性の増加による他社に対する

優位性は、当社業績並びに企業価値の向上への貢献と株価への影響を考慮すれば、既存株主の利益に通

じるものと考えております。 

　また、重要取引先との資本関係の強化と一層のパートナーシップは、当社の将来にわたる業績への貢献

度は非常に高いものと認識いたしております。　 

　これらの事由により、本第三者割当増資による新株式の発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的な

規模であると、当社は確信しております。

② 平成21年11月12日付第三者割当増資に伴う大株主に関するリスクについて

本第三者割当増資により、当四半期会計期間末（平成21年９月30日）現在の当社の発行済株式総数

35,016株に対して9,270株増加いたしますが、当社における持株比率については、当該増加株式の割当先

であるProspect Japan Fund Limited及び Permal Long Funds - Japan Fundは夫々4,375株増加する結

果、各々9.87％を有し、株式会社明和住販は520株増加する結果、1.58％を有し、各社とも上位10位以内の

大株主になります。 

　当該割当先である各社からは、割当された新株式を払込期日より２年間において全部又は一部を譲渡

した場合は、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡方

法等を当社に書面にて報告すること、及び当社が当該譲渡内容を株式会社ジャスダック証券取引所に書

面にて報告し、株式会社ジャスダック証券取引所が当該報告の内容を公衆の縦覧に供することに同意す

る確約書を締結しております。 

　したがって、今後、割当先または当社の業績や財政状態の変化、あるいは株式市場の動向等により、割当

先が引き受けた新株式を売却せざるを得ない状況になった場合には、売却により当社株式の需給バラン

スが崩れ、既存株主が損失を被る可能性があります。 
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(2) 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または

状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ばす事象

当社の前事業年度における業績は、不動産業を取り巻く環境の急速な悪化（金融機関の不動産融資の厳

格化、ファンドの新規投資の大幅な減少、不動産価格の急速な下落等）の影響により、棚卸資産評価損を

1,444百万円計上したこと等の結果、営業損失1,479百万円、経常損失1,596百万円、当期純損失1,802百万円

となりました。また、当第１四半期累計期間におきましても、営業損失６百万円、経常損失42百万円、四半期

純損失40百万円を計上しております。これにより当社の純資産額は前々事業年度末（平成20年６月期）の

2,628百万円から前事業年度末（平成21年６月期）には716百万円へ、さらに当第１四半期会計期間末には

641百万円へと減少し、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような可能

性がある事象または状況が発生していると認識しております。

　当社はこのような状況に対応すべく、以下の対応を行っております。

① 金融機関からの借入金の返済対応

当社の開発用不動産の仕入資金は金融機関からの借入により調達しておりますが、一部の物件につい

ては戸別決済による販売期間の長期化等の影響により当初の借入期間内に販売が完了していないもの

があります。

　これらについては金融機関と事前に個別協議を行い借換えに応じていただいており、今後につきまし

ても物件の販売が完了するまでの期日延長の方向で基本的な認識を得ております。

② 建設会社への工事費の支払い

当社の開発物件の工事費用は、着手金及び上棟時支払金を除いた費用を建設会社が立て替えており、

当初工事請負契約締結時には戸別決済の実施とともに竣工後３～４ヶ月後の期日における残金一括支

払いとなっておりますが、一部の物件については販売会社の販売期間の長期化等の影響により、戸別決

済による当初の支払期間内に販売が完了していないものがあります。

　これらについては、建設会社と個別協議を行い、戸別物件の販売完了時期に対応して残金一括支払い期

日の契約変更をしております。 

③ 有利子負債の圧縮

当社の平成20年６月末の有利子負債は9,799百万円ありましたが、前事業年度末の残高は5,808百万円

となり3,990百万円の圧縮を実現しております。また、当第１四半期会計期間末の残高は4,785百万円と

なりさらに1,023百万円の圧縮を実現しております。これにより、金利負担を軽減するとともに、昨今の

金融機関の不動産融資への厳格化による資金調達リスクの低減を図っております。

④ 第三者割当増資の実行

当社は、資本増強による財務体質の向上を図るとともに、新規融資の厳格化が継続しております金融

機関等に対して融資獲得の優位性を増加させることを目的として、平成21年10月27日開催の臨時取締役

会において、払込金額総額203百万円の第三者割当増資を行うことを決議いたしました。

　なお、募集の条件どおり、11月12日に全額払込は完了しております。

⑤ 経費削減の実施

当社では、前事業年度における業績悪化を受け、役員報酬を含む人件費を中心として経費の削減に積

極的に取り組んでおります。

　上記のとおり、当社は重要な疑義を生じさせるような事象または状況に対して適宜必要と思われる対応を

行っており、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような不確実性はな

いものと判断しております。 
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

1.提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容

(1) 経営成績の分析

当第１四半期におけるわが国経済は、衆議院総選挙をはさみ、政権交代の行く先を静観する姿勢が金融

機関をはじめとする、ほぼ全ての業界や行政においてみられ、経済は停滞いたしました。米国経済の一部

回復感と国内株式の上昇はあったものの、実体経済はかすかな回復基調の兆しをみせるに留まり、雇用不

安のなか個人消費は回復せず、物価は下落を続けているなど、デフレスパイラルへの危惧さえみられてお

り、依然景気の先行きは不透明な情勢であります。 

　当社の事業領域であります不動産業におきましては、エンドユーザーの購買意欲こそ堅調なものの、金

融機関等による企業に対する新規融資の厳格化や個人に対する住宅ローンの融資停滞等、事業環境は依

然として厳しい状況が続いております。また、景気動向の不透明さにより流通する不動産物件が激減する

傾向を見せております。 

　このような事業環境にありまして、当社は当事業年度をリスタートの年度と位置づけておりますが、当

第１四半期におきましては、ワンルーム販売会社への契約済１棟販売にもとづく戸別売上計上５物件に

おいて、１物件は全戸売上計上をすることができましたが、４物件については完売を達成するには至りま

せんでした。また、他社開発のファミリーマンションの新築残戸買取再販事業においては、物件不足のな

か、８月には新規に完成物件１物件（23戸）並びに工事途中物件１物件（24戸）を購入し工事を再開さ

せることにより、当第２四半期以降の売上実現に向けて営業活動中であります。 

　この結果、当第１四半期会計期間における当社の業績は、売上高2,917万円（前年同四半期比52.4％

増）、営業損失６百万円（前年同四半期は営業利益185百万円）、経常損失42百万円（前年同四半期は経

常利益141百万円）、四半期純損失40百万円（前年同四半期は四半期純利益79百万円）となりました。 

　各事業別の業績は以下のとおりであります。

（不動産開発事業） 

　ワンルームマンションの開発販売５棟（145戸、内４棟はワンルーム販売会社等との戸別決済による97

戸）、事業用地の販売１件により、売上高2,609百万円（前年同四半期比37.5%増）となりました。

（その他不動産事業） 

　新築残戸買取再販事業１物件（９戸）のエンドユーザー向け販売による275百万円のほか、不動産賃貸

業等により、売上高308百万円（前年同四半期比1,845.0％増）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

　当四半期会計期間末の総資産残高は、前期末に比べ1,950百万円減少し、6,807百万円となりました。これ

は主として現金及び預金が465百万円並びに仕掛販売用不動産及び販売用不動産（自社開発物件）が

2,032百万円減少した一方、新築残戸物件等の購入に伴い販売用不動産（他社開発物件）が565百万円増

加したことによるものであります。 

　負債は、前期末に比べ1,875百万円減少し、6,165百万円となりました。これは主として１年内返済予定の

長期借入金1,424百万円及び買掛金が895百万円減少した一方、短期借入金が410百万円増加したことによ

るものであります。 

　純資産は、前期末に比べ74百万円減少し、641百万円となりました。これは、資本準備金の取崩等により資

本剰余金が472百万円減少した一方、欠損補填のために資本剰余金の振替により利益剰余金が438百万円
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増加したことと、四半期純損失を40百万円計上したことによるものであります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ471百万円

減少し、535百万円となりました。　　 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　　　　　　　　　　　　　　　　 

　営業活動により獲得した資金は、586百万円となり、前年同四半期と比べて36百万円（6.6％）の増加と

なりました。 これは主に、買掛金が減少した一方で、たな卸資産は不動産開発物件の販売等により大幅に

減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　　　　　　　　　　　　　　　 

　投資活動により支出した資金は、５百万円となり、前年同四半期と比べて33百万円（86.3％）の減少と

なりました。 これは主に、定期預金の預入による支出によるものであります。 　 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　　　　　　　　　　　　　　　　 

　財務活動により支出した資金は、1,052百万円となり、前年同四半期と比べて706百万円（40.2％）の減

少となりました。これは主に、不動産開発事業に関する借入金の返済を行ったことによるものでありま

す。 

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期会計期間において、該当事項はありません。

　

2.事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象を解消し、または改

善するための対応策

当社は、「会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象

または状況」の改善のため、適宜必要と思われる以下の対応策の実施に積極的に取り組んでおります。

(1) 金融機関からの借入金の返済対応

当社の開発用不動産の仕入資金は金融機関からの借入により調達しておりますが、一部の物件につい

ては戸別決済による販売期間の長期化等の影響により当初の借入期間内に販売が完了していないものが

あります。 

　これらについては金融機関と事前に個別協議を行い借換えに応じていただいており、今後につきまして

も物件の販売が完了するまでの期日延長の方向で基本的な認識を得ております。

　

(2) 建設会社への工事費の支払い

　当社の開発物件の工事費用は、着手金及び上棟時支払金を除いた費用を建設会社が立て替えており、当

初工事請負契約締結時には戸別決済の実施とともに竣工後３～４ヶ月後の期日における残金一括支払い

となっておりますが、一部の物件については販売会社の販売期間の長期化等の影響により、戸別決済によ

る当初の支払期間内に販売が完了していないものがあります。 

これらについては、建設会社と個別協議を行い、戸別物件の販売完了時期に対応して残金一括支払い期

日の契約変更をしております。 
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(3) 有利子負債の圧縮

当社の平成20年６月末の有利子負債は9,799百万円ありましたが、前事業年度末の残高は5,808百万円

となり3,990百万円の圧縮を実現しております。また、当第１四半期会計期間末の残高は4,785百万円とな

りさらに1,023百万円の圧縮を実現しております。これにより、金利負担を軽減するとともに、昨今の金融

機関の不動産融資への厳格化による資金調達リスクの低減を図っております。

　

(4) 第三者割当増資の実行

当社は、資本増強による財務体質の向上を図るとともに、新規融資の厳格化が継続しております金融機

関等に対して融資獲得の優位性を増加させることを目的として、平成21年10月27日開催の臨時取締役会

において、払込金額総額203百万円の第三者割当増資を行うことを決議いたしました。 

　なお、募集の条件どおり、11月12日に全額払込は完了しております。

　

(5) 経費削減の実施

当社では、前事業年度における業績悪化を受け、役員報酬を含む人件費を中心として経費の削減に積極

的に取り組んでおります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

前事業年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。

また、当第１四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 105,000

計 105,000

(注)　平成21年９月25日開催の第12回定時株主総会において定款の変更が行われ、発行可能株式総数は48,000株増加し、
105,000株となりました。

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 35,016 44,286
ジャスダック　　　　　　
　　　　　　　　証券取引所

単元株制度を採用していない
ため、単元株式数はありませ
ん。

計 35,016 44,286 ― ―

(注)１　平成21年７月１日付で平成21年６月30日最終の株主名簿に記載された株主の所有普通株式１株につき２株の割
合をもって株式分割が行われ、発行済株式数は17,508株増加し、35,016株となりました。

    ２　「重要な後発事象」に記載のとおり、平成21年11月12日付で第三者割当増資をおこなったことにより、提出日現
在発行数は9,270株増加し、44,286株となりました。
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(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 平成17年10月28日臨時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数　(個) 410

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　(株) 2,460

新株予約権の行使時の払込金額　(円) 21,217

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月29日
至　平成27年10月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額　(円)

発行価格　　  21,217 
資本組入額　  10,609

新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時においても、当社または当社子会社の取
締役、監査役および従業員の地位にあることを要する
ものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、そ
の他正当な理由の存する場合は地位喪失後６ヶ月以内
（ただし行使期間内に限る）または権利行使期間開始
日より６ヶ月以内のいずれかの期間内に限り権利行使
をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議およ
び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者と
の間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ
ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１　新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職によって権利を喪失したことにより消却した数を控除
しております。

２　新株予約権１個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
３　新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割または併合を行うときは、次の算式により調整するも
のといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものは除く。）
は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、
これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額＝ 調整前払込金額×
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
４　平成18年11月１日をもって、１株を３株に分割しております。
５　平成21年７月１日をもって、１株を２株に分割しております。
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　　② 平成18年４月28日臨時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在 
(平成21年９月30日)

新株予約権の数　(個) 90

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　(株) 540

新株予約権の行使時の払込金額　(円) 66,667

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月29日
至　平成28年４月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額　(円)

発行価格　　  66,667 
資本組入額　  33,334

新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時においても、当社または当社子会社の取
締役、監査役および従業員の地位にあることを要するも
のとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その
他正当な理由の存する場合は地位喪失後６ヶ月以内
（ただし行使期間内に限る）または権利行使期間開始
日より６ヶ月以内のいずれかの期間内に限り権利行使
をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議およ
び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との
間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ
による。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１　新株予約権１個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
２　新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割または併合を行うときは、次の算式により調整するも
のといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものは除く。）
は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、
これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
既発行株式数 ＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
　　３　平成18年11月１日をもって、１株を３株に分割しております。
　　４　平成21年７月１日をもって、１株を２株に分割しております。
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 平成19年９月27日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在 
(平成21年９月30日)

新株予約権の数　(個) 166

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　(株) 332

新株予約権の行使時の払込金額　(円) 33,689

新株予約権の行使期間
自　平成22年８月８日
至　平成25年８月７日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額　(円)

発行価格　　 33,689 
資本組入額　 16,845

新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時においても、当社または当社子会社の取
締役、監査役および従業員の地位にあることを要するも
のとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その
他正当な理由の存する場合は地位喪失後６ヶ月以内
（ただし行使期間内に限る）または権利行使期間開始
日より６ヶ月以内のいずれかの期間内に限り権利行使
をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議およ
び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との
間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ
による。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１　新株予約権１個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
２　新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割または併合を行うときは、次の算式により調整するも
のといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものは除く。）
は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、
これを切り上げるものといたします。

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数 ＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
　　３　平成21年７月１日をもって、１株を２株に分割しております。
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(3) 【ライツプランの内容】

　　　 該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年７月１日(注)1 17,508 35,016 － 603,187 － 570,044

平成21年９月25日(注)2 － 35,016 － 603,187△570,044 －

平成21年９月28日(注)3 － 35,016 － 603,187 3,400 3,400

(注)１　平成21年４月16日開催の取締役会決議により、平成21年７月１日付で１株を２株に分割しております。
　　２　会社法448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
　　３　会社法445条第４項の規定に基づき、資本準備金を計上したものであります。
　　４　「重要な後発事象」に記載のとおり、平成21年10月27日開催の臨時取締役会において、第三者割当増資を行うこと

を決議いたしました。
　　　　　発行価格　21,984円　　　資本組入額　10,992円
　　　　　割当先及び割当株数　　
　　　　　　①Prospect Japan Fund Limited  　　4,375株 
　　　　　　②Permal Long Funds-Japan Fund　   4,375株
　　　　　　③株式会社明和住販　　　　　　　　　 520株

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができませんので、直前の基準日である平成21年６月30日の株主名簿により記載しており

ます。

① 【発行済株式】

平成21年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)　 
普通株式  508

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  17,000 17,000 ―

発行済株式総数 17,508 ― ―

総株主の議決権 ― 17,000 ―

(注) 平成21年７月１日付で１株を２株に分割しております。
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② 【自己株式等】

平成21年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社アーバネット　
コーポレーション

東京都千代田区二番町
５番地６

508 ― 508 2.9

計 ― 508 ― 508 2.9

(注) 平成21年７月１日付で１株を２株に分割しております。

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年　　
７月

　
　８月

　
　９月

最高(円) 26,60032,60027,800

最低(円) 16,40022,71021,250

(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期累計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期財務諸

表等規則に基づき、当第１四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第１四

半期累計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づ

いて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期累計期間(平成20年７月１日か

ら平成20年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、また、当第１四半期会計期間（平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日ま

で）に係る四半期財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 563,282 1,028,673

販売用不動産 ※2
 2,803,888

※2
 3,990,917

仕掛販売用不動産 ※2
 2,912,036

※2
 3,191,387

貯蔵品 3,128 172

その他 110,181 126,560

流動資産合計 6,392,518 8,337,711

固定資産

有形固定資産 ※1, ※2
 232,537

※1, ※2
 233,055

無形固定資産 30,470 32,481

投資その他の資産

その他 169,304 171,890

貸倒引当金 △17,000 △16,610

投資その他の資産合計 152,304 155,280

固定資産合計 415,312 420,817

資産合計 6,807,830 8,758,529

負債の部

流動負債

買掛金 ※2
 1,104,744

※2
 1,999,957

短期借入金 ※2
 560,000

※2
 150,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 3,830,160

※2
 5,255,060

未払法人税等 433 －

賞与引当金 8,205 －

その他 262,127 228,292

流動負債合計 5,765,671 7,633,309

固定負債

長期借入金 ※2
 395,250

※2
 403,665

その他 5,065 4,879

固定負債合計 400,315 408,544

負債合計 6,165,986 8,041,853

純資産の部

株主資本

資本金 603,187 603,187

資本剰余金 97,308 570,044

利益剰余金 △39,601 △437,359

自己株式 △19,795 △19,795

株主資本合計 641,098 716,076

新株予約権 746 599

純資産合計 641,844 716,675

負債純資産合計 6,807,830 8,758,529
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 1,914,130 2,917,905

売上原価 1,525,137 2,734,981

売上総利益 388,992 182,923

販売費及び一般管理費 ※
 203,075

※
 189,192

営業利益又は営業損失（△） 185,916 △6,269

営業外収益

受取利息 2,499 128

保険解約返戻金 － 199

その他 627 4

営業外収益合計 3,127 332

営業外費用

支払利息 47,503 32,145

その他 145 4,482

営業外費用合計 47,648 36,628

経常利益又は経常損失（△） 141,396 △42,564

特別利益

固定資産売却益 － 573

特別利益合計 － 573

特別損失

投資有価証券評価損 3,530 －

特別損失合計 3,530 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 137,866 △41,991

法人税、住民税及び事業税 71,348 72

法人税等調整額 △13,109 △1,086

法人税等合計 58,239 △1,014

四半期純利益又は四半期純損失（△） 79,626 △40,977
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

137,866 △41,991

減価償却費 8,919 5,404

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 390

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,299 8,205

投資有価証券評価損益（△は益） 3,530 －

固定資産売却損益（△は益） － △573

受取利息及び受取配当金 △2,499 △128

支払利息 47,503 32,145

たな卸資産の増減額（△は増加） 739,971 1,463,423

仕入債務の増減額（△は減少） △259,419 △895,212

その他 △101,214 36,886

小計 590,955 608,550

利息及び配当金の受取額 2,499 128

利息の支払額 △43,120 △22,547

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △448 △25

営業活動によるキャッシュ・フロー 549,886 586,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △6,000 △6,000

定期預金の払戻による収入 6,000 －

有形固定資産の取得による支出 △18,563 △3,445

有形固定資産の売却による収入 － 1,315

無形固定資産の取得による支出 △15,766 －

敷金及び保証金の差入による支出 △4,306 －

敷金及び保証金の回収による収入 96 2,800

その他 △330 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,870 △5,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △181,500 410,000

長期借入れによる収入 131,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,634,215 △1,433,315

自己株式の取得による支出 △11,722 －

配当金の支払額 △62,076 △28,851

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,758,513 △1,052,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,247,497 △471,390

現金及び現金同等物の期首残高 2,189,085 1,006,673

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 941,588

※
 535,282
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期会計期間

(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

  固定資産の減価償却費の算定方法

当第１四半期会計期間に係る固定資産の減価償却の算定において、定率法を採用している資産については、事

業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第１四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末
(平成21年６月30日)

※1　有形固定資産の減価償却累計額　41,690千円

 

※2　担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産 1,505,322千円

仕掛販売用不動産 2,459,807千円

建物 58,990千円

土地 13,571千円

計 4,037,691千円

 
　 　 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 560,000千円

１年内返済予定の 　

長期借入金 3,803,496千円

長期借入金 366,356千円

買掛金 32,232千円

計 4,762,084千円

※1　有形固定資産の減価償却累計額　40,893千円

 

※2　担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産 2,018,508千円

仕掛販売用不動産 2,705,977千円

建物 59,447千円

土地 13,571千円

計 4,797,504千円

 

　 　 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 150,000千円

１年内返済予定の 　

長期借入金 5,228,396千円

長期借入金 368,105千円

買掛金 754,396千円

計 6,500,897千円

 

　

(四半期損益計算書関係)

　
前第１四半期累計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年７月１日
  至　平成21年９月30日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 55,563千円

役員報酬 22,530千円

賞与引当金繰入額 16,299千円

※　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 27,357千円

販売促進費 12,421千円

給料手当 51,972千円

役員報酬 13,650千円

賞与引当金繰入額 8,205千円

 

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第１四半期累計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年７月１日
  至　平成21年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,041,588千円

預入期間が３か月超の定期預金 △100,000千円

現金及び現金同等物 941,588千円
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 563,282千円

預入期間が３か月超の定期預金 △28,000千円

現金及び現金同等物 535,282千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第１四半期累計期間(自平成21年７月１日　至平成21

年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 35,016

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 1,016

　

　

３　新株予約権等に関する事項

目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第１四半期会計期間末残高

(千円)

－ － 746

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年９月25日
臨時取締役会

普通株式 34,000 2,000平成21年６月30日 平成21年９月28日 資本剰余金

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　 該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

（単位：千円）

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前事業年度末残高 603,187570,044△437,359△19,795 716,076

当第１四半期会計期間末までの変動
額

　 　 　 　 　

　繰越利益剰余金の欠損補填(注)1 　 △438,735438,735　 　

　剰余金の配当(注)2 　 △34,000　 　 △34,000

　四半期純損失 　 　 △40,977　 △40,977

当第１四半期会計期間末までの変動
額合計

　 △472,735397,757　 △74,977

当第１四半期会計期間末残高 603,187 97,308△39,601△19,795 641,098

　(注)１ 平成21年９月に資本剰余金を取り崩し、繰越利益剰余金の欠損を全額補填いたしました。
　(注)２ 「４ 配当金に関する事項」をご参照下さい。
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(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

該当事項はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期財務諸表への影響額は軽微でありますので、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末
(平成21年６月30日)

　 　

　 18,877.78円
　

　 　

　 42,157.40円
　

　

２　１株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

　
前第１四半期累計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年７月１日
  至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益 4,575.40円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 4,491.91円
　

１株当たり四半期純損失 △1,205.23円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりません。
 

(注)１株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第１四半期累計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年７月１日 
  至　平成21年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は四
半期純損失(△)(千円)

79,626 △40,977

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純
損失(△)(千円)

79,626 △40,977

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式の期中平均株式数(株) 17,403 34,000

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の
算定に用いられた普通株式増加数の主要な
内訳(株)
　新株予約権

324 －

普通株式増加数(株) 324 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益の算定に含まれな
かった潜在株式について前事業年度末から
重要な変動がある場合の概要

平成13年改正旧商法第280条ノ20
及び第280条ノ21の規定に基づき
発行した新株予約権（平成18年
４月28日臨時株主総会決議）
 
会社法に基づき発行した新株予
約権（平成19年９月27日定時株
主総会決議）
 
これらの概要は、「新株予約権等
の状況」に記載のとおりであり
ます。
 

　

－
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(重要な後発事象)

当第１四半期会計期間
(自　平成21年７月１日  至　平成21年９月30日)

 第三者割当増資

　　平成21年10月27日開催の臨時取締役会において、次のとおり第三者割当増資を行うことを決議いたしました。なお、

募集の条件どおり、11月12日に全額払込は完了しております。

（1)募集株式の種類及び数　　　　　　　　普通株式　9,270株

（2)募集株式の払込金額　　　　　　　　　１株につき金21,984円

（3)募集株式の払込金額の総額　　　　　　203,791千円

（4)増加する資本金額　　　　　　　　　　１株につき金10,992円

（5)増加する資本準備金額　　　　　　　　１株につき金10,992円

（6)申込期日　　　　　　　　　　　　　　平成21年11月12日

（7)払込期日　　　　　　　　　　　　　　平成21年11月12日

（8)割当先及び割当株数

　　①Prospect Japan Fund Limited    　 4,375株

　  ②Permal Long Funds - Japan Fund    4,375株

　　③株式会社明和住販　　　　　　　　　  520株

（9)株式の払込を取扱う銀行及びその取扱場所

　  株式会社りそな銀行 新宿支店　　東京都新宿区新宿３丁目２番１号

（10)資金の使途

　　全て事業資金として、ファミリーマンション等の買取再販事業においていち早く機動的に購入を可能とすること

を目的として、新規物件の買取のための手付金等に充当
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月13日

株式会社アーバネットコーポレーション

取締役会　御中

　
　
　

　

あ ず さ 監 査 法 人

指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士 牧 　野　 隆　 一　 ㊞

指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士 浅　 野 　俊　 治　 ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社アーバネットコーポレーションの平成20年７月１日から平成21年６月30日までの第12期事業年度の第１

四半期累計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借

対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アーバネットコーポレーションの平成20年９

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月13日

株式会社アーバネットコーポレーション

取締役会　御中

　
　
　

　

あ ず さ 監 査 法 人

指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士 牧 　野　 隆　 一　 ㊞

指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士 浅　 野 　俊　 治　 ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社アーバネットコーポレーションの平成21年７月１日から平成22年６月30日までの第13期事業年度の第１

四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第１四半期累計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四

半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アーバネットコーポレーションの平成21年９

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年10月27日開催の臨時取締役会において第三者割

当増資を決議した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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